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フ ヴ ォ ス トフ ・ ダヴ ィ ドフ事件 と日本の 見方
ロ シ アの貿易利害 との 関連で

有　泉　和 　子

は じめ に

　 日本 の 文化年間 に 当た る 19世 紀 の 始 め，Ei露 間 の

接触 ・紛争事件 が 三 つ 起 き て い る。レ ザ ノ ブ 事件，
フ

ヴ ォ ス トフ ・ダ ヴ ィ ド ブ 事件，ゴ ロ ヴ ニ ン 事件 で あ

る。
1

こ れ ら に 関 し て は，井 野 辺茂雄
『
維新前史 の 研

究』 （1942），田 保 橋 潔
『
近 代 日 本 外 国 関 係 史』

（1930）， 郡山良光
『
幕末日露関係史研究』 （1980），秋

月俊幸
「1日本北辺 の 探検 と 地図 の 歴史』 （1999） を始

め ， 先 行 研 究 は枚挙 に 暇 が な い 。

　 だ が 特 に 後二 事件間 に は ， 単純 な一
方向的 で は ない

極 め て 複雑 な 因果関係が あ る に も拘 らず，現在 に 至 る

まで ，先 の 事 件 が 後 の 事 件 の 原 因 で あ る とい う簡単 な

見方 しか され て い な い
。 唯

一
多少 ニ ュ ア ン ス が 違 い ，

あ る程度 了 承 し得 る の が 井野 辺 氏 の
「
か くて 幕府は，

文化三 四 年以 来 の 日露 間 の 紛 擾 は ， 同 十年 の ゴ ロ
ー

ニ

ン の放還 を以 て解決 した もの と為 し」

ユ

で あ ろ う か 。

　以前 よ り筆者 は ，
フ ヴ ォ ス トフ

・ダヴ ィ ドブ 事件 は，

ゴ ロ ヴ ニ ン 事件 解 決 の た め に 日露 両 国 が 政治 的決 着 を

つ け る べ く，過去 に遡 り改 め て事件化 され ， 海軍軍人

で ある フ ヴ ォ ス トフ とダヴ ィ ド ブ は
「
海賊 」 に され た

もの と判断 し 主張 し て い る ♂

　 こ の 主張 の
一

環 と して，さ ら に フ ヴ ォ ス ト フ ・ダ

ヴ ィ ドブ 事件 とゴ ロ ヴ ニ ン 事件 の 関係性 を示す
一

端 と

して ，前者 は ロ シ ア の 国家 と し て の 対 凵政策 の 帰結で

あ り， 目本 も又国家が 行 っ た と捉 えて い た こ とを 日露

両国 の 史料 よ り指摘す る こ とを本稿 の 目的 とす る ♂

1． ロ シ ア の対 日政 策変換

　 ロ シ ア は 当時対 口通 商 を欲 して い た。だ が そ の 政策

は
，

レ ザ ノ ブ の ロ シ ア 出発以 前と 日本退 去 以 後 で は大

き く変化 す る。直接の 契機は欧州 政 治 外 交 情勢の 変動

で ，ナ ポ レ オ ン を皇帝 と して 擁 き 強大化 し た フ ラ ン ス

の 膨 張 で あ る。本 章 で は，ロ シ ア が 国策 と し て 対 日通

商 を求 め て い た さ ま と
， そ の 後 の 変 化 の 様相 を示 す 。

　皇帝 ア レ ク サ ン ドル
ー

世宛 に 提 出 さ れ た 1802年 7

月 29 日 付露米会社幹部会 の 提言書が あ る ［No ．17］。

内容 は 露米会社 の 交易方針 を 述 べ た もの で あ る が
， 同

社 は太平洋地域 ロ シ ア領 に 存 す る唯
一

の貿易体制 で あ

る こ と を考慮 す る な らば，こ れは ロ シ ア の 貿易方針 そ

の もの と い え る 。

　 主 張 の 第
一

点 目は 北米 シ トカ の 重要性 で あ る。「
ロ

シ ア 人 だ け の もの で あ っ た 」 同地 で は外国船 が毎年多

額 の 不 当利 益 を 得て い る。物資人 員 の 重 点投入 が 緊要

で あ るが ， イ ル クー
ツ ク 地域 の 数年来 の 不作 で 穀物価

格 が高騰 し，キ ャ フ タ貿易 を も圧迫す る現況 で は ，オ

ホ ーツ クで の 造 船 は困難 で ，輸送 船 をペ テ ル ブ ル グ か

ら直接 回航 す る以 外 な い とす る 。

　第二 点 目 は世界周 航計 画 推進 の 請 願 で あ る。予 想利

益 を 10項 目列挙 す る 中 で，ク リール 諸 島 ア レ ク サ ン

ドル 島 で 開始 さ れ た 移住 を拡大 し ，

「
ク リール 人 を 介

して 日本 に 気づ か れ ない 方法で 通商 を開 く」 こ とに よ

り，米等 の 植物性食料 を シ ベ リア の 中心 地 イル クー
ツ

ク か ら遠隔の 海上 進出拠点 ，
カ ム チ ャ ツ カ ・オ ホ ーツ

ク 両域 の 需要 に 当て られ る と し た。日本 は食料供給地

で あ る と の 考 え 方で ある。財源 と 見 な さ れ た 対 中 国 貿

易 と は，こ の 点 で 歴然 と違 う。

　対中貿易 で は，ク ル
ーゼ ン シ ュ テ ル ン の考 え を 引 き ，

広東貿易 で 他国 に 優位 に 立 ち ，英蘭両東E［1会社 の 勢 力

範 囲 カ ル カ ッ タ ・ベ ン ガ ル ・バ タ ヴ ィ ア に も進出 し，

砂糖 ・コ ーヒー・藍 等 の 直買い の 道 を開 くと上 申す る。

後 に レ ザ ノ ブ 対 日使節を乗艦 させ た ナ デ ジ タ 号艦長 ク

ル ーゼ ン シ ュ テ ル ン は ， 既 に 1802年 1月 正凵 付 の 世

界周 航計画 提言書 の 中 で 「
通商 の み が 海上 大国 の 真 の

力 とそ の 揺 る ぎな き偉大 さ の 基 礎 と な る 」

S
と した が，

同 地方 に お け る商 業 利 潤 に 注 目 し ，

「
ロ シ ア も また 疑

い な く対中 ・対東 印 貿易 に よ り利潤 を得 る こ とが 出来

る 」，「
広東貿易 は 重要 な意義 を有 す る」，

「
露 米 会社 の

商業活動 は 広東貿易 な く し て は 成 り立 ち得 な い 」 と も

した 。

th

　 1803年 2 月 20 日付，ル ミ ャ ン ツ ェ フ 商務相 の ア レ

クサ ン ドル
ー

世 宛 対 日 ・対 中 貿 易 に 関す る 提言書 も二

種残 さ れ て い る。「
対 日貿易 に っ い て 」 ［NQ ．27］，

「於

広東貿易 に つ い て 」 ［No ．28］ と題 さ れ た 文書 で あ る。

　 こ の う ち前者 で は，対 日通商確立 が 「
帝国 の 繁栄 に

陛 下 が 尽 力 され た 記 念 碑 と して 後 代 に 残 る」 との 冒頭
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に 続 けて ， 日本 で は キ リス ト教 徒迫害 とポ ル トガ ル 人

追放 以 来，200 年近 くオ ラ ン ダ 人 （原文 バ タ ヴ ィ ア

人）の み が 貿易 を独占 して い る が ， 日本対岸の ロ シ ア

こ そ が 他 の 貿易列強 に 伍して最優位 な立場 に あ り，か

っ 商人等下 か らの 要望 も熟 し て い る 旨を示唆す る。

　さ ら に ，
1791 年 の エ カ テ リーナ ニ 世 の 対 日使節 は

，

政治外交上 の 必要知識を持た な い 者 を選 ぶ 等失策 を犯

した が ， 日本は 対露貿易 に 柔軟 な 姿勢 を示 し て い る模

様 で ， 長崎に
一

隻 入 港 を許 可 し た こ と
，

1796年 当時

の イ ル クーツ ク県知事 ・現 元老院議員 セ リフ ォ ン トフ

に 第 二 回 日本遠征 の勅令 が 出 さ れ た が，女帝死去 と と

もに 頓挫し， 以 後政府の 働 き か けが な くな っ た と 記す。

　 ク リール 諸島で の露米会社 の 活動 に つ い て は ，1794

年 に 分遣隊 を 送 り第 18島 ウ ル ッ プ をア レ ク サ ン ドル

島 と改称 し 30 人 を 入 植 さ せ た こ と，第 22 島 NaTM 曲

（松前）北辺 に 住 む ク リ
ー

ル 人を懐柔 し，対 日友好関

係 を築 き，通商 の 端緒 を開 くた め の 手段 と して 利 用 す

る よ う命令文書が 出 さ れ た と報告す る 。

　対 日貿易 に 関 して は 「
地理 的 に 好都合 で あ る こ とを

考慮す る と」
「
極 め て 有 益 」 と し，交易 品 と し て 魚 ，

油脂，陸海獣 の 皮革 や 毛 皮 ，
セ イ ウ チ や マ ン モ ス の 牙，

羅紗 や 鏡等 の 奢侈品 を挙 げ ，

「 こ れ ら と交換 に ， 日本

か ら は北米居住地 の み な らず シ ベ リア北部全域 に必 要

な 米，品質 の 良 さ で 世界中に 知 られ た棹 銅，種 々 の 絹

織物や 綿織物 ， 銀 ， 漆器等 を 受 け取 れ る」 と し ， 対 日

使節派遣 を提言 し，「こ の 重 要任務遂行 の た め，政治

通商 の 能 力 知 識 を備 えた 人 物 を登 用 し，陛 下 の 特別 な

加護 を以 て 激 励 し ，
ロ シ ア帝 国 の 威厳 を 日本宮廷 に 威

儀を調 え正 し く理 解 させ る任務 を託 し，通商 の 確 た る

基 礎 を 日本 に 築 き，隣接 す る 両帝国間の 将来 に わ た る

友好関係 を確立 し，古来 日本 に 定着 を し て い る オ ラ ン

ダ人 か らそ の 利害 を我々 が 脅 か す危懼 を念入 りに 払拭

し，友誼 を得」，「
任 に 当た る 官吏 に は 具体的指示 を与

え ， 日本語 が 判 る 通訳 を付 け，当地 を本年 6 月 に 出発

す れ ば，ホ ーン 岬経由 で 1804年 6 月 に は 日本 に 到着

で き る 」 と 詳細 な 出発 の 日時 や 航路 ま で 明言 す る

［N   ．27］。

　同文書 に は 「1．陛下 は進 言 を 閣僚会議 に 付す よ う

命 ぜ られ た ／2．1803年 2 月 】3 日閣僚会議 で 承認 」

との 追 記 が あ る ［No ．27］。閣 僚会議 は 前年 1802年 9

月 8 日に 制定 さ れ た ば か りの 新 しい 行政組織 で ， 皇帝

自 らが 議長 を務 め ，

7
当時 の 内務 大 臣

SB ．1
−
1．　 KOHy6en

に よれ ば，

「
ア レ ク サ ン ドル

ー
世 の 若党寵臣 で 構成 さ

れ …制度化 さ れ た 正 式国家組織 と い うよ り 皇 帝 の 私的

諮問機関で あ っ た 」

t）

と い う。 進言 は 皇 帝 に よ り裁 可

され た の で あ る。

　商務相 は レ ザ ノ ブ へ の 訓令 で ，交渉時の 必要事項 に

関し，礼儀作法，態度，話 し方か らそ の 内容まで ， 行

動指針 と し て 極 め て 丁寧で 行届 い た指 示 を与 え ， 交 渉

成功 に 細心の 注意 を払 う
一

方， 失敗 した 場合 を想定し，

次善 の 策 を も講ず る。訓令第 19項 は交渉決裂時 の 対

応 で，「
松前島 で 交易 を開 くよ う懇 請 す べ き で あ る。

こ れ が 成功 し なか っ た 場合 は ， 現在 ア レ ク サ ン ドル 島

と 改称 され 会社 に よ っ て 居住地 が 作 られ て い る ウル ッ

プ 島で 交易 を 行 う 道 が 残 さ れ て い る。す な わ ち，ク

リール 人 を通 して 日本品 を入 手 し ，
こ の者等を 通 し 我

品 を売 るか，又 は 交換対 象 に す る」 と記 す ［No ．40］。

　 こ れ らか ら判 断 で き る こ と は ， 日本 は あ く まで 地理

的最適地 に ある食料等物資供給地 で あ り， 通商 が 正 規

の もの で あ ろ うが ， 密貿易 で あ ろ うが，要 は 必要物 さ

え手 に 入 れ ば良 か っ た こ とで あ る。具 体計画推進者 で

あ る商務相で す ら こ の 程度 で あ る。あ る 意味 で レ ザ ノ

ブ 対 日通 商使節の ロ シ ア 国家 に お け る地位 が 明らか に

で き る。後 の ゴ ロ ヴニ ン 事件時 に
「
其人 を撰 み 可申 と

右 ウ ル マ ン チ ヱ フ 江申渡候処，ヱ レ サ ノ ブ を撰み 出 し

申候 」
］°

と 日本側 に も知 ら れ る こ とだ が，対 日使節 に

レ ザ ノ ブ を推挙 し た の は商務相 自身で ある 。フ ヴ ォ ス

トフ ・ダ ヴ ィ ド フ 事件 の 要因 で あ る と理 解 され る レ ザ

ノ ブ へ の 日本 の 拒否 は，国家 と して の ロ シ ア に と り，

実際 に は，重大 又 は 屈辱的 な もの で は な か っ た。

　 か くし て，ピ ョ
ー トル 大帝治世時か らの 念願 で あ る

対 日貿易計画 は，II 商務相 の 企画支援 を得 ， 世界周航

に よ る 海図作成 を 目的 と し軍事演習 を も兼 ね た海軍 の

保護 を受 け，貿易従事者 で あ る露 米 会 社幹 部 で 侍 従 身

分 を も得 た レ ザ ノ ブ を長 と して ， 莫 大 な 予 算を か け

［No ，21］， 国家 の 壮挙 と して 強力 に 始 ま っ た か に 見 え

る 。 だ が 僅 か 六 ヶ 月 の 交 渉 の 末失敗 す る。

　侍従へ の 昇格 ， 立 案者ク ル ーぜ ン シ ュ テ ル ン との 総

責任者交代，皇帝の 声 が か り等自負が 大 きか っ た た め

か ［No ．　29］， 以 後 レ ザ ノ ブ に は 恣意 が 目立 つ よ う に

な る 。 日本滞在 中の レ ザ ノ ブ は ， 著書 『滞在記 』
11

他

の 史料に 見 る限 り，商務相 の 訓令を守 っ て い ない 。後

の ゴ ロ ヴ ニ ン 事件時 に は，ム ール が
「
ヱ レ サ ノ ブ を 推

挙 い た し候 カ ラ フ ・ウル マ ン チヱ フ 大 に 人物を見損候

段國王 江罪 を謝 し候由も承及候」 と述べ て い る 。

「
ヱ

レ サ ノ ブ 性 急 之 上 高慢 に 而 使 節 之 任 に 不 堪 と 申候 は如

何様 之 事 に 候哉 ， 其 方承 及 ひ 候 事有 之候哉」 と の 質問

に 対 す る答 で あ る。13 ゴ ロ ヴ ニ ン の 批判 も痛烈 で あ

る。
14

　出発前 レ ザ ノ フ が商 務 相 か ら受 け た 訓 令 に よ れ ば，

北米 で の 任務 は カ デ ィ ヤ ッ ク 島 ま で で あ り，同地 で 毛

皮 を積 み 広東 に 向え と い うも の で あっ た ［No ．41］。
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フ ヴ ォス トフ ・ダヴ ィ ドブ事件 と 日本の 見方

だ が 対 日交渉 に 失敗 した レ ザ ノ ブ は，命令 を無視 し，

世界 周 航任務 を も放棄 し ［No ．70 ；No ．71］，ク ル
ー

ゼ ン シ ュ テ ル ン に は 「
私 の こ とに つ い て は，病気 の た

め 当地 に 残 っ た と言 っ て く だ さ っ て よ い
」 ［No ．70］

と 言 い 残 し，任務終 了 地 カ デ ィ ヤ ッ ク を遥 か に 超 え ，

シ トカ に 向か う。

　1805年 7 月 18 日 ウナ ラ シ カ発 の 露米会社幹部会宛

報告書 は，「
当地 か らカ デ ィ ヤ ッ ク に 向 か い

， 同 地 で

武装，シ トカ に 向 け南下 す る。部
一
ドの 士 官 フ ヴ ォ ス ト

フ と ダヴ ィ ドブ は優秀 な技術 と知性を備 え ， 進取 の 気

性 に 富 み，換言す れ ば本事業 に 望 み う る最良の 人 材 で ，

或 は ビーバ ー代わ りに 英船 の
一
隻 も捕獲 す るか も しれ

な い
」 ［No ．75］ と，既 に 内容 に 事前 了 承性 を有 し ，

一
方同 日付皇帝宛上 申書 は 次の よ うに 激烈 で あ る。1「

　必要第
一

は ，会社 が 武装 した ブ リ ッ ク 艦 を建造 し，

当地 に 砲兵隊 を派遣す る こ と 。 第 二 に は，広大な地域

に お け る会社経営 は毛皮貿易の み で は維持 で きず，そ

れ 自体援助 が 必 要 な オ ホ
ー

ツ ク か ら食料 を移送す る現

況 で は北米 の 会社施設 の 活動力 を 高め る こ と は 不可能，

そ の 点 ， ス ペ イ ン 領 フ ィ リ ピ ン 等 の 穀物 ・ラ ム 酒 ・砂

糖 は 廉価 で カ ム チ ャ ツ カ 全 域 を賄 え る た め，施設強化

や 造船 ，

「
国民 が 我々 との 交易 を望 ん で い る 日本 に 門

戸 を開か せ る よ う 強制 す る こ と もで き る」 。

「
今 や フ

ヴ ォ ス トフ ，ダ ヴ ィ ドブ とい う優秀 な 共 働者が い るの

で
， そ の 助 け を借り船 を建造 ， 明年日本沿岸 に 向 か い

，

松前 の 日本人集落 を殲滅 し ， サ ハ リ ン か ら 日本人 を退

去 させ ，日本沿岸 に 恐怖 を与 え ， 以 て 日本人 か ら漁業

を取 り上 げ，
20万 の 人 間か ら食料を奪 う こ と に よ り，

我 々 との 交易 を開 か ざる を えな い よ う に した い 」，

「
い

ず れ そ うせ ざ る を え ま い 」，「
最新情報 で は 日本 人 は ウ

ル ッ プ 島 に 植 民 施設 を作 る こ と を強行 し た と の こ と 」。

　 こ の 後，上 申書 中 の 行動計画 に 基 づ き，1806年 8

月 8 日付 レ ザ ノ ブ 自身 の 訓令 を与 え ら れ ［N 。．91］，

同 9 月 24 日付 で 矛盾 に 満 ち ，8 月 8 口 付 の 下 に 付記

さ れ る とい う判断 に 苦 し む 指示書 ［No ．94］を追加 さ

れ，勅許 を 示 唆 さ れ，そ れ 以上 は 何 も知 ら な い ［No ，

102］，露米会 社付海軍 士 官 フ ヴ ォ ス ト フ 大尉 ・ダ ヴ ィ

ド フ 少尉指揮
．
ドに 唐太 ・擇捉両島 で 行 わ れ た対 日軍事

行為，所謂 フ ヴ ォ ス トフ
・ダ ヴ ィ ドブ 事件 は 発生 す る。

　上 記上 申書 は皇 帝 に 届 い て い る 。

「

貴下 が 1805年 7

月 18 日付で ウ ナ ラ シ カ 島 か ら短 い
．
書状 と共 に 私宛 て

に 送 られ た 封書 は，御依頼通 り陛下 に お 届 け した 」 と

商務相 の レ ザ ノ ブ 宛書簡 に 届 け た 旨の 記載 が あ る。

　 だ が 書 簡 の 日付 は 翌 年 の 1806 年 10 月 13 日 付。さ

らに
「
貴下 の長崎滞在 中の報告 な らび に 日誌 は 昨年私

の 元 に 届 い た が，丁度陛下 が 遠征中で あ られ た た め，

御座所 へ 送付 され た。書類 は 陛下 の御帰国 後 す ぐ ， 御

指示 で 順次大臣の 閲覧に 付 さ れ た。私 の 番 は まだ 来ず，

書類 は 未見の た め ，貴
一
ドに 明確 な 陛下 の 御意志 を お 伝

え で き な い 」 と意思表示 に 消極的で ，交渉 に 関 して も

次 の よ う に 穏便 で 意味深長で あ る。

　
「使 節 派 遣 の 意 図 が 当初 の 目的 を達 す る こ と が で き

ず ， 誠 に 残念と言わ ざ る を え な い 。 だ が，貴下 の 船が

6 ヶ 月留め 置 か れ た こ と，及 び 日本政府 の 長 き に わ た

る不 決 断が 示 す と こ ろ は ，私 の 考 え で は ，日本政府 が

通商合意 を拒 ん だ の は対外的 な理 由に よ る の で は な く，

国内事情 を斟酌 し，独 自の 結論 に 達 し た か ら に 他 な ら

な い 。思 う に ， 事 は単 に
一時 的 に 停滞 した だ け で ，完

全 に無 くな っ た わ け で は な く， こ の 種 の 事 は ， ゆ っ く

りで は あ るが 歳 月 と恒常的 な接近 に よ っ て 熟 す る もの

で あ る。故 に 露 米 会社 と して は ， 現 時 点 で も 日本 との

通商を視 野 か ら外す べ きで は な い 。日本人 が 我 々 に 対

して 好意的 に 接 して き た こ とは貴下御 自身認 め て お ら

れ る と こ ろ，常 々 繰 り返 され て きた 『北 方 を記 憶 す べ

し』 と の 言葉を記憶 に留 め られ た い 」 ［No ．96］。

　書簡文中 に あ る皇帝 の 遠征 とは，前年 の 1805 年 11

月 20H に 露墺連合軍 の 敗退 で 終 わ る対 ナ ポ レ オ ン 戦，

ア ウ ス テ ル リッ ツ の 戦 い で ある と い う。16
ロ シ ア は 対

日貿易 ど こ ろ で は な く，国家政策 の 大転換を余儀 な く

され る 事態 に な っ て い た 。レ ザ ノ ブ の 日本 を 侵掠 し て

も貿易 を強要 す る との 上 申へ の 回答 は，カ ム チ ャ ツ

カ ・ペ テ ル ブ ル グ 間 の 距離 と郵便事情 を 考慮 に 入れ，

さ ら に 結論が 出 る の に 時間が か か っ た と し て も，1年

3ヶ 月後 の 日付 で あ る 。 事実 ヒ無視 さ れた に 等 しい 。

　 1807年 1月 24 日付義弟 で 露米会社取締役 ブ ル ダ コ

フ 宛 レ ザ ノ フ 書簡 に は 「（宮廷 へ 引 き立 て て くれ た 恩

人 ） ガ ブ リール ・ロ マ ノ ヴ ッ チ （
・デ ル ジ ャ

ーヴ ィ

ン ） の み な ら ず， 他の誰 か ら も これ ま で 唯の
一

行 も手

紙 は貰 っ た こ とが な い 」 とあ り， 唯
〜

受 け取 っ た義 母

の 手紙 に は
「
伯爵 （ル ミ ャ ン ツ ェ フ 商務相 ） は お ま え

に 不満 で あ る」
1
一
旨書か れ て い た ら し い ［No ．101］。

　国家事業 と して 始 ま っ た対 日貿易 は，ロ シ ア を取 り

巻 く国際政治．1：の 変動 に よ り， 又 し て も頓挫す る 。 海

軍 は 対仏戦 に 没頭 し，商務相で あ っ た ル ミ ャ ン ツ ェ フ

は 1808年 か ら は 外相 を兼任，
Is

露米 会社 の み が 巨大

な 債務 を 抱 え た ま ま 取 り 残 さ れ ，経営 不 振 に 陥 る。
19

再 び 対 H貿易が 着 目さ れ る の は，半世紀後，プ チ ャ
ー

チ ン 提督 の 対 目外 交 軍 事 使 節の 企 画 後 で あ る、ノ
゜

2．「
ロ シ ァ 国 の 交易願 」

フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ ドブ 事件 を事件当時の 日本側
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有泉和 子

は，ロ シ ア国 の 交易願 と して 理解 し，海防を強化す る

一
方 で 国家 の 威信 を保 ち な が ら，交易許可 も視野 に 入

れ ，処 理 す る 道 を模索 し続 け た 。 こ の ， フ ヴ ォ ス ト

フ ・ダ ヴ ィ ドブ 事件 は ロ シ ア 国 が起 し た とす る考 え方

は，ゴ ロ ヴ ニ ン 等が捕ま り，フ ヴ ォ ス トフ
・ダヴ ィ ド

フ 両人 の こ とを 国家 に 関係 の な い 海 賊 で あ る と主 張 し

続け，疑う日本 を遂 に は 寄 り切 り， 自 らの 釈放 と引替

に
「
国家」 の 釈明書 を提出す る まで 続 く 。 実は ゴ ロ ヴ

ニ ン 等の 主 張 に 従 い 「
海賊 」 と明記 さ れ ， 彼等 に よ り

訳 され た 文化 IO年 （1813 ） 3 月 15 日付松前奉行支 配

吟味役
・
高橋三 平，同吟味役並 ・柑本兵 五郎名 の諭書

ロ シ ア 語 訳 文 に は ， 直 接 海 賊 を指 す 言 葉 が な い 。2］

　本章 で は ， 日本が フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ ド フ 事件 を

一
個 人 の 行為 と して で は な く，あ くま で ロ シ ア 国の 国

家 の 行 為 と して 見 て い た こ と を 日本 の 政策決定機関で

あ る 老中周 辺 と 事件現 場 の 直接指揮官 で あ る 箱館奉行，

後 の松前奉行 を 中心 に見 て い く。

　 日本 に とっ て の フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ ド ブ 事件 は，

事実 上 ， 発 生 か ら 6ヶ 月 以 上 経 っ た 翌年始 ま っ た と

い っ て よ い 。すなわ ち，文化 3 年 9 月，唐太 の ク シ ュ

ン コ タ ン に あ る松前藩運上屋敷 が 攻撃 さ れ ，番人 4 人

が 連行 さ れ た と い う事件 の 様相 が，翌 文 化 4 年 の 4 月

7 日付松前若狭守家来名 に よ る 届 と して ， 同月 10日

箱館奉行へ 到着，そ れ を受 け在勤箱館奉行
・羽 太 安 藝

守 の ll 日 付，次 い で 18 日 付 の 届 が 江 戸 に 注 進 さ れ

た
21

と こ ろ か ら で あ る 。

　 こ れ を受 け，4 月 26 日 に 老 中牧野備前守 は在府箱

館奉行 ・戸川 筑前守 に 書取で 下 知 ， 同様 に 5 月 朔 日 に

も書取 が 下 さ れ る 。 4 月 26 日付 は
「
要 害 も ソ ウ ヤ は

不充分の 場所 の 由 ， 旁 ソ ウ ヤ に て 見 限の 儀相成間敷」 ，

「固 の 場 所 を は ソ ウ ヤ に て取 建 の 外 有 之 間 敷 歟 に お も

は れ 候」
13

と防衛線を 宗谷 と し唐太 へ は不 介 入 等，警

衛方針の 再確認 で あ り，これ を受 け た 羽太正養 も
「
カ

ラ フ ト嶋 は懸 り隔 た る離れ 嶋 に て，容易 く事整 ふ べ き

に も あ ら ざれ ば ， まず今年 は手 を下 さ ず ソ ウ ヤ に て 見

切，彼處 を初 と して地方の 警衛専 らに すべ きよ し，執

政 方 よ り促 し 給 ふ に よ り，則 其意 を 得 て 事 を 謀 り

ぬ 野 ， す な わ ち 専守防衛 と理 解 し実行 した。

　 5 月 1 日付 も
「
カ ラ フ トの 儀

…一
鱧異國人 と争 ひ 候

心 得 に て は，品 に よ り差 もつ れ 候 儀 も出 来 可 致 哉 ， 去

秋 罷 越候 異 國 人 の 狼藉 な と に は
一

向取合不 申方，御國

體 も可然候」 と 彼等 の 行為 を 「
狼藉」 と捉 え ， 静観 の

姿勢 を示 し，出勢無 用 の 下知 を し た だ けで あ っ た 詳

　 まが りな り に もロ シ ア 側 の 意 図 が 伝 わ っ た の は，よ

うや く 6 月 6 日，書付 を 持た さ れ た 番 人 8 人 が エ トロ

フ か ら宗谷 に 送還 さ れ て か らの こ とで あ る 。 箱館着は

19 日。
こ の 間 ， フ ヴ ォ ス ト フ 等 の 第 2 回目の 攻撃 が

文化 4 年 4 月 か ら 5 月 に か け て 行 わ れ て い る。264 月

24
，

25 日 に エ トロ フ の ナ イ ホ が ，5 月 1，2 日 に は 同

シ ャ ナ が 攻撃 さ れ ， 箱館奉行支配調役下役 ・戸 田 又 太

夫が 退却 に 際 し 自害 した。17

　番 人 の もた ら した 書付 は ，ロ シ ア語文書 に 片仮名で

裏書さ れ た もの と そ の 仏訳文書で
， 唐太 に 残 さ れ ，い

ずれ もロ シ ア 語 で 書か れ た 銅板 2 枚 とア イ ヌ の 長老宛

書 簡 を も含 め，現 在 フ ヴ ォ ス トフ 文書 と称 さ れ て い る。

　片 仮名文書 は
，

オ ラ ン ダ 商館長 ド ゥ
ーフ に よ る 蘭訳

後和蘭通詞が 和解 した 仏文 に 先 だ ち，ロ シ ア 側 の 意図

と し て 理 解 さ れ，当初 日本 に と っ て 事件 の 唯
一

の 手懸

りで あ っ た 。フ ヴ ォ ス ト フ 文書仏訳 文 書 の ドゥ
ー

フ 訳

蘭訳文書 が，和蘭通詞 ・茂伝之 進 ， 石橋助左 衛門 ， 中

山作三 郎，本木庄左衛門等 に よ り和解され た の が 「
卯

九月十二 日」野 つ ま り文 化 4 年 9 月 12 日 。 そ れ に 先

立 つ
「
卯 八 月」 ， つ ま り文 化 4 年 8月 に も ， 和 蘭通

詞 ・名村多吉郎 に よ り仏訳文書 か ら和解さ れ，
「

淤呂

舎人 恵 登 呂布嶋 へ 傳致 せ し紙札譯 文 」 と して ， 内 容 は

ほ ぼ 正 確 に 伝 え ら れ て い る 。

ZD
だ が ロ シ ア 語 文 は努力

は した よ う で あ る が 結局全 く解読 で きず ，

3°
フ ヴ ォ ス

トフ 文 書 が ロ シ ア 語 原 文 か ら正 確 に 訳 さ れ た の は ゴ ロ

ヴ ニ ン 等 の 助 け を借 りた 村 上貞助 が 和解 した
「
申六

月 」，

3］
つ ま り文化 9 年 6 月 で あ っ た。

　 こ の 片 仮 名 書 き文 書 は 当 時で す ら読 み難 っ た こ と は，

例 え ば 『松前蝦 夷 地御用 留』野　『休 明 光記』
3G

等 に も

読 み 難 い 旨 の 記述 が あ り ， 写本 に よ り異同が 見 られ る

事 で も判 る。現 物 を見 た 羽 太 の 記 した もの と 評 時間

が経っ た 写 し と思 わ れ る平田 篤胤 が 所持 して い た もの

一
っ

コS
と は 異 な り，さ らに 平 田 自身 に より

「
千島 の

白浪』 に 掲載 さ れ た もの
悪6

も こ れ と は 違 う。

　だが こ れ が 交易願 と理解 さ れ た の は，早 い 例 で は，

文化 4 年 7 月 8 日付津軽越中守寧親の 届 に
「
幾重 に も

交易 之儀預御聞済願度 」，「
此儀御叶被下候 は 〉

…
若御

叶不被下候 は 3 …
」，「

松前役人中様 ヲ ロ シ ヤ との 紙面

に 有 之候 」

］1
との 理解 が 示 され て い こ とに よ り判 る 。

　同届 に 情報源 と し て 名指 さ れ た 当人で あ る 箱館奉行

支配調役並 ・深山宇平太の 名 で，文化 4 年 に 出 さ れ た

フ ヴ ォ ス トフ 文書へ の 答書 か ら も ，

「
通商 の 願 ひ か な

ひ 不 申」，「
オ ロ シ ヤ は…是 迄通 商 不 致 」，「

ろ うせ き を

い た し候 上，通商 の 事 を 申越れ 」，「
通商 い た し度 は，

是迄 の 事 を さつ は り と改て
…

其上 に て あ きな い の 事 を

申へ し」
コS

と ， 片 仮名文書 の 要求趣 旨を 通 商 と理 解 し，

要 求 の 主 体 は ロ シ ア 国 と 考 え て い る こ とが 判 る。

　 こ の 深 山宇平 太 名 の 答書 は，実 は 老 中か ら評定 の 上

箱 館奉 行 へ 達 せ られ ， 箱 館奉 行 を 通 し て 出 さ れ た もの
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フ ヴ ォ ス トフ ・ダ ヴ ィ ドブ 事件 と口本の 見 方

で あ る。そ れ を立 証 す る 『
休明光記遺稿』 中史料 で も

「
其交易之道叶候 共 ， 又 叶 ざ る に も」 と あ る こ と か

ら 評 老中達が 相 手 方 の 要 求 を 交 易 と考 え て い る こ と

も明 らか で あ る。さ ら に こ の答書 は宛 先 が
「
ヲ ロ シ ヤ

國 へ
」 とあ る の で ，片仮名書 き フ ヴ ォ ス トフ 文書 の 意

味を幕 府 は あ くま で
「

ロ シ ア 国」 の
「
通 商願 」 と 理 解

し て い た 事 に な る 。 微塵 も現場 の 指揮官で あ る フ ヴ ォ

ス トフ
・ダ ヴ ィ ドフ の 個人的行動 と は解釈 して い な い 。

　高澤憲治氏 に よ る と 前老中松平定信 は 将軍家斉 か ら

意見 を求 め られ，さ らに 若年寄堀 田摂津守正 敦 と面 談

し た とい い ，

4  

又藤 田覚氏 に よ る と老中牧野備前守 に

意見書を提出 して い る と い う。
4L

藤 田 氏 の 紹 介 さ れ た

「
蝦夷地

一
件意見書草案」 を読 む 限 り，定信 も フ ヴ ォ

ス トフ
・ダ ヴ ィ ドブ 事件 を ロ シ ア の 通商願 と理解 して

い る 。 そ れ は 「た とへ は 通商交易 を願候処云 々 に 付侵

掠 い た し候 と申候 は」，

42 「
魯西亜 人致方不法狼藉之上

に て 交易 之事を申聞評 との 言葉 で 判 る 。 従 っ て 将軍

や 老中，若年寄 へ も そ の 旨伝 え られ た もの と思 わ れ る。

　
一

方片仮名書き フ ヴ ォ ス ト フ 文書 の 到着後 の 6 月

28日 に ， 老 中土 井大炊頭 が 「
大意 は通商 之 義 を

一
向

願 ひ 候 との 儀に 有之 候 」

44
と相手 の 目的 は 通商 で あ る

こ と を達 す る 。
フ ヴ ォ ス トフ

・ダ ヴ ィ ドブ 事件を交易

願 い の た め の 行為 と理解した の で あ る 。

　 ある程度 は信 が 置か れ た と見 られ る フ ヴ ォ ス トフ 文

書仏訳文書の ド ゥ
ーフ 訳 か らの 和解は ， 内容 は ロ シ ア

語原文 に ほ ぼ 正確 で あ る が ， 提出 よ り 2 日後 の 9月

14日
「
か ひ た ん 心付候儀 申上候横文字和解」

4〜

が 追加

提出 さ れ
， 臆測 を 交 えた 原 文書 に な い こ とが 述 べ られ

て お り，脅迫度が 増 し て い る。ドゥ
ーフ訳 か ら倍増 さ

れ た 恐怖，ロ シ ア脅威論 を始 め とす る既成 の 対 ロ シ ア

観，r2月に は 名指 し さ れ た 打払 い 令に もか か わ らず ，

交易を欲す る国 ロ シ ア とい う像 と， 交易要求の 手 段 の

一
部 と して 同事件 は 起きた と す る意識 が 依然 と して 崩

れ て い な い こ と は ，翌文化 5 年 2 月 と 3 月の 二 度 に わ

た り， 将来戦場 に な る 可能性 の あ る切迫 した 地域 で あ

る はず の 現場 の 指揮官，松前奉行 ・河尻春之，荒尾成

章 に よ り提出 さ れ た 意見書 か ら も確認 で き る ♂
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　 そ こ で は ， 来年返事 を 取 りに 来 る と 言 い 残 した フ

ヴ ォ ス トフ 等が 戻 っ て き た と きの 処置 を述 べ る に 際 し，
「

於 蝦 夷 地 之 交易，今度達 て 彼方 よ り 相願候儀有 之 候

節 は」 と表現す る 。
つ ま り交易願 で ある 。 さ ら に

「
詞

を も改，去年去々 年 之 狼 藉 を も相 詫 候 而 之 事 に 候 は  

其段相伺可申，其上 追而御免御座候 は ts，最初長崎 に

而 レ サ ノ ト精 々 申述 候 趣 ， 粗 其 通 り に 相成候 に 而 御座

候 」
47

と し，蝦夷地交 易 は ， 今度 た っ て 先 方 か ら願 い

が あれ ば，狼藉を詫 び て の 上 の 事 で あ る な らば，話 を

聞い て や り，そ の 上 で許 しが 出れ ば ， 長崎で レ ザ ノ ブ

が 申 し た 事 が ほ ぼ 叶 うで あ ろ う と す る。明 か に 通 商 開

始要求 で あ り，国王 の 使節で ある と 日本 が 理 解 して い

た レ ザ ノ ブ に 言及 し，今回交易許可をす れ ば，先 回 の

ロ シ ア の 要求 は ほ ぼ 満 た さ れ よ う と い うの で あ る。

　 加 え て
「去 々 年 来両度彼方 よ り此方 を亂妨仕候儀，

長崎之恨之 由申唱候得 は ， 右之 節来 り候者 た とひ 末々

之 役人 に 候得共，彼國之 志 に 無相違 と奉存候 」 と，昨

年
一

昨 年 の 狼 藉 は 「長 崎 の 怨 み 」 と 申 して い る よ うだ

か ら ， た と え末端 の 役人 で あれ，ロ シ ア 国の 意志 に 相

違 あ る まい と解釈 す る。対 日使節 レ ザ ノ ブ の 行為 や そ

の 結 果 を知 っ て い る の だ か ら，こ の 者達 も ロ シ ア 国の

役人 で あ ろ う とい う論拠 で あ る 。 事件 を フ ヴ ォ ス ト

フ ・ダヴ ィ ドフ 等 の 個人 的行為 と す る 意識 は な い 。

　和寇 を も例 に 挙 げ ， 明 か ら取 り締 り依頼 の 使者 が

度 々 来た が ， 当時 日本 は乱世で 支配制度 も行 き届 か ず，

又犯人 は
「
海賊 」 で，我 国 が 仕掛け た もの で は な い の

で ，明 で も我 国 自体 を怨 み報 復 し よ う とは し な か っ た

事実を例証 し ， 今 回 と比較 し，

「
長崎の 怨 み 」 と い う

の も
「
其謂 も

一
通 り相聞 ， 全 く恨之 無之 事 に も無御座

候 に 付 」 と す る。引用 す る と次 の よ う に な る。

　
「
本文去 々 年来両度彼方 よ り此 方 を 亂妨仕候儀 ， 長

崎之 恨之由申唱候得 は，右之節来 り候者た とひ 末々 之

役人 に 候得共，彼國之 志 に 無相違 と奉存候 得共 ，猶 又

今年来候魯西亜人江應對 も仕候時宜 に御座候 は 〉
， 其

節彌両度之 趣意得 と問詰申上候様可仕 と奉存候，以 前

唐土 明 之 時代毎々 日本人 之 海辺 を侵候 に 苦 み 候節，

度々 R本江使者 を差越右躰之亂妨を禁呉候様申越候得

共 ， 其節 は 日本乱世 に 而制度 も不相届，且右等之者共

は海賊 に 而，元 来此方國地 よ り仕懸 け候儀 に 無 之候 間，

明 に 而 も是か 為 に 目本 を讐 と仕候事 も彼國江返報 と申

被懸 候 は 卒忽 に相當候得共，當時 は 魯西亜 前書 日本南

北朝以 來乱 世 共 違，且 長 崎之 恨 と 申候得 は 其謂 も
一

通

り相聞 ， 全 く恨 之 無 之 事 に も無御座候 に 付，此方 よ り

返報仕候 而 も不相當 之筋に 無御座候得共 ， 大切 之事故

猶此度趣意慥 に 問詰候様 可 仕 と奉存候歪

　松前奉行 は フ ヴ ォ ス トフ 等 の 行為 を海賊強盗 の 類 と

は考 え て い な い 。そ れ で は ど うす る か 。 交 易 を許 せ と

い うの で あ る。更 に，も し御許 し に な る とい うの で あ

る な ら ば
， 返事 は敢 え て 延 ばさ ず ， 今年願 い 立 て られ

た の だ か ら，来年 そ の返答 を 出 し ， 再 来年か ら事 を始

め る くらい に 致 し て は い か が か と し て い る。ど こ ま で

い っ て も交 易 願 に 対 す る処 理 で あ る。次 の よ うに い う。

　
「・一

交易 之 儀前書 之 趣追而 は （闕 ）御免御座候 思 召

御 座 候共 ， 伺之 上 之 儀 に 付，彼方江對 し聊 も伺をゆ る

め候筋 に は無御座候 得共 ， 若 此 度 之儀 （闕）御免御座
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有泉和子

候程 に 候 は 〉
， 往返御挨拶此 上 強而延 し候様に 而 は 不

可然，若 今年願 立 候 は 〉
， 来年御挨拶来々 年 よ り事始

候 位 に は 仕 度 儀 に 奉 存 候 」
4U

　 こ れ に 対 し て
， 幕府か ら は 弱腰 を 責 め ら れ た よ うで

あ る が ， 文化 5 年 3 月 に再度意見 を述べ た松前奉行 の

考 え 方 は
「
交易 之 方重 も之樣 に 而手弱 に は 無 之 哉之 段

被仰聞候 ， 併全 く交易 を重 も に 仕，打拂 を 次 に 仕候而

申上候儀に は無御座候，尤交易願之儀 は御武威 をも示

し候 上，彼 方 先 達 而 之 罪 を も詫候上 之儀 に 而」

S  

と，

交易 を 主眼 に し ， 打 ち払 い が 従 な の で は な く，武威 を

示 し， 先方が 詫びた 上 で の こ と だ と い うの で ある 。 い

ず れ に せ よ
「
交易願 之 儀 」 で あ る。や は りあ くま で も

交易 を 求 め る ロ シ ア 国 の 像 は 崩 れ て い な い 。

　後 の ゴ ロ ヴニ ン 解放間近文化 10年 6 月 24 日 ， 高橋

三 平 が ゴ ロ ヴ ニ ン 等来航 を も交易狙 い と考え ，

「
右渡

來 之本意 は，全 く交易 之 糸 口 を 引 出 し度 ， 手 を か へ 候

方便 に も可有 之 か ，
ゴ ロ ウ ィ ン 以 下 ， 申さ は苦 肉捨身

之謀慮之 姿 に も可有之 か 」

〜1
と上 申す る よ う に ， Ei本

側 は 最後 ま で ロ シ ア を交易 を欲 す る 国 と して 理 解 して

い る 。 そ の 場 に 居 る個人 は ， 命 を受 け た だ け と解釈し，

両事件 と も個人 的行為 とは考 えて い な い の で あ る。

　本章冒頭 で 触 れ た文 化 10 年 3 月 15 日付高橋 ・柑本

名 の 諭書 と後述 す る 同年 9月 26 日付松前奉行所名諭

書 に は
「
そ の 國 を は つ か し め た る 事 も こ れ な き と こ

ろ 」，

「我 國 む か し よ り其 國 と 仇 も な く怨 も な し 」 と

各々書か れ る。や や唐突 な こ れ ら の 言葉 は，ゴ ロ ヴニ

ン 解放時 に す ら，
フ ヴォ ス トフ ・ダヴ ィ ドブ 事件をロ

シ ア 国 の 行 為 と して 見 な し て い た こ と を示す もの で あ

る。

　逆 に い う とそ の た め に こ そ，ロ シ ア 国 を排除す る た

め の 法令，所謂露船打拂令 を発 し た と も い え る 。 そ も

そ も露船打払い 令 と は，フ ヴ ォ ス トフ 等 の 行為 を ロ シ

ア 国家 の 行為 と考 えた か ら こ そ ， そ の 行為 に よ りロ シ

ア 船全体 を 打払 う こ とを命ず る こ と に な る わ け で あ る。

だ が ゴ ロ ヴ ニ ン 事件解決時 は ，
フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ

ドフ 両人 を海賊 と し ， フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ ドブ 事件

を国家 と は関係 の な い 個人 の 行 っ た 海賊行為 と して処

理 す る 。

　そ れ が ， 3月 且5 日付諭書 に対 す る返 答 で あ り，本

来謝 罪 状 で ある は ず に もか か わ ら ず，「 日本 人 に と り

屈辱的謬 で ，「ま る で ロ シ ア 船 が 日 本 の 貿 易 と沿 岸

の 住民 を脅か し害 を与 え る こ と が 起 こ り うる とで も い

わ ん ばか りの 侮蔑的な威嚇 が あ る 譖 と ま で ム
ー

ル に

言わ せ た ，オ ホ
ー

ツ ク 港 湾 隊長 ミ ニ ツ キーや イ ル クー

ツ ク 県知 事 で 民 政 長 官 トレ ース キ ン の 高圧 的 な 回答文

書 を政治解決 の た め，全 て 承知 の 上 で
「
謝罪状 」 と し

て 受 け取 っ た 日本側 の 事件処理 な の で あ る 。

おわ り に

　歴史的出来事 の 場合
一

般 に ， あ る事件 が 原因 に な っ

て 過 去 の 事件 が 起 き る こ とは な い はず で あ る。だが政

治 色 の 濃 い 事件 の 場 合例外 もあ りう る。政 治 権力或 い

は 孤立 集団が ， 内政外交 の 主 導確保， 集団内部の指導

権強化掌握，又 は対外的 自己正 統化 を 目的 と し， 過去

の 出来事或 い は既 存 の 事 物 を 新 た に 利 用 し，苦 境 に

陥 っ て い る現況 の 打開変革 を試み る時 で あ る。当事者

双 方 の 疲弊は曖昧な結論 を受 け入 れ る 土壤 をも生 む。

　 フ ヴ ォ ス トフ ・ダ ヴ ィ ド ブ 事件 と ゴ ロ ヴニ ン事件 の

関係 は丁 度 こ れ に 当た る。後者解決 の た め に 日本 は，

直接的 に は 原因 と は言 え，さ ほ ど 大 き な 事件 で は な

か っ た 前者 の 再事件化 と重大化，外交問題で あ りな が

ら内政重視 の政治処理を是非 と も必要 と した の で ある 。

　本稿 で は詳 し くは触 れ ない が，ゴ ロ ヴニ ン事件解決

時 に ，日本側 の 正 式通達書 と し て
「

ロ シ ア に 」 渡 し た

の は ， 文化 10年 9 月 26 日付 の 松 前奉行 名 と高橋 三

平 ・柑本兵五 郎名覚 の 二 通 の 諭書 で あ る 。

　前者
S4

は，「
海賊 」 と い う言葉 や フ ヴ ォ ス トフ

・ダ

ヴ ィ ドブ 事件 と ゴ ロ ヴ ニ ン 事件 の 因果関係 を示 唆 す る

個所 は ある が ， あ く まで ゴ ロ ヴ ニ ン 等の 言 い 分 の 提示

で あ り，主 張 の 主 眼 は，後半の
「抑外国 と新た に 通信

通商 を議する事 は我國の 禁 に して ゆ る さ S る事 」，

厂
我

國 の 浦 々 は い ふ に 及 は す ， 蝦夷 嶋 々 に お ゐ て も ， 異邦

の 船見 ゆ る 時 は銃 丸 を以 打拂ふ 事 も我國 掟嚴 に し て 」

の 2 点で あ る 。

　後者
S5

に は両事件 の 関係性に言及 す る個所 は 皆無

で あ る 。
こ れ に よ る と

「
か つ て ゑ ふ ろ は よ り來 り し も

の ， 我國人 に き り した ん の 教 を勸む れ は ， 其人 を か へ

さ す して重 き罪 に行 ふ は我國 法 な り，今捕置 く其國の

者 と もか 〉 る所為 な き を以 て ，此度 か へ す事 を ゆ る

す 」 と
，

ゴ ロ ヴニ ン を 釈放す る 理 由 は キ リ ス ト教 の 布

教 を しな か っ た か らだ と い うの で あ る。

　 同諭書 の 主眼 は，最初の
一

つ 書 き 「
我國の 大禁 は き

り し た ん の 教法 な り，故 に て 長崎 の 外 に て ゑ ふ ろ は の

船 をみ れ は 陸 よ り上 た て す して 打拂ふ 」 と，最後 の
一

っ 書 き，「
我 國 は外 國 の 交 易 をた の ま す し て 國 用 を 辨

し來 れ り」，「
此 後交 易 を こ ふ の 念 を絶ふ へ き な り」 に

あ る。や は り 日 本 は ロ シ ア を交易願の 国 と理 解 して い

る 。

「
先年 よ り其 國 の 好 所 を以 て頻 りに 我 國 を謀 る は

大 な る誤 りな れ は」 に は，ラ ク ス マ ン ，レ ザ ノ ブ は も

ち ろ ん，フ ヴ ォ ス ト フ ・ダ ヴ ィ ド ブ ，ゴ ロ ヴニ ン の す

べ て が 含 まれ て い る に 違 い な い
。

「
其 國 の 好 所 」 は あ
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フ ヴ ォ ス トフ ・ダヴ ィ ドブ 事件 と 日本 の 見方

くま で 国家 の行為 に対 す る言辞 で あ る。

　最終的 に 口本 は，フ ヴォ ス トフ 等 は海賊で あ る とす

る ゴ ロ ヴニ ン の 主張 の 強 さ の 割 に は，そ の 点 を曖昧 に

し た ま ま政治決着をつ けた こ と に なる。結局あ くまで

両者 の 関係 を疑 い
， 又 ゴ ロ ヴ ニ ン の 来航 を通商開始要

求 と関連付け て 考え て い た の で あ ろ う 。 海賊 行為 で あ

る と決 め 付 け て い る の は ， 日露両国 と も ， 当時 の 人間

で は な く， 後世 の 人 間な の で あ る 。

　　　　 （あ りい ずみ　か ず こ
， 東京大学史料編纂所 〉

　 注

1

そ れ ぞ れ に対 し て 今 この よ うに 名 付 け，以
．
下の 論 考 を展

　 開 し て い く。レ ザ ノ ブ の場 合 は
一一般 に

「
レ ザ ノ ブ 来 航 」

　 と称 され るが，寛 政 4 年 9 月 3 日根 室 に 来航 した ラ ク ス

　 マ ン と違 い ，後 に 日露 間 の 武 力 紛 争 フ ヴ ォ ス トフ ・ダ

　 ヴ ィ ド ブ 事件の 直接 の 誘 引に な っ て い る。平 和 裏 に 解決

　 し た
「ラ ク ス マ ン 来航 」 との 違 い に 着 目 し，且 つ 又 文 化

　 年間 の 3事 件 が，互 い に 緊密 に 関 係 す る こ と を強調 す る

　 た め に ，「
レ ザ ノ ブ 事件 」 と名 付 けた。

2

井野辺茂雄
『
維新 前史の 研究』，中文館 書店，1942，257．

’
拙稿

「
フ ヴ ォ ス トフ ・ダ ヴ ィ ド フ事 件 と ゴ ロ ヴ ニ ン 事件

　 そ の 相互 関係を 日 露両 国の 史料か ら考え る」 （東京大 学大

　学院人 文社会 系研 究科提出修士 論 文 ，
2002）；

「
海賊 に さ

　 れ た 海 軍士 官 フ ヴ ォ ス トフ と ダ ヴ ィ ド ブ 」 東 京 大学 人文

　 社 会 系 研 究 科 ス ラ ヴ 語 ス ラ ヴ 文 学 研 究 室 年 報

　
『SLAVISTIKA ユ X 【X，2003 ；

「
ゴ ロ ヴ ニ ン 事 件 の 日本側

　 の
一記 録 （第 4 回 ） 『

北邉 紀聞』 翻 刻  」 ナ ウ カ
『
窓』

　 122，2002 ．10 ；
「
ゴ ロ ヴ ニ ン 事 件の 日本側 の

一記 録 （第 7

　 ［冂1） 「北邉 紀聞』 翻刻（6）ナ ウ カ 『窓』 125，2003 ．7 ；「ゴ ロ

　 ヴ ニ ン 事件 の 日本 側 の
一

記 録 （第 8回） フ ヴ ォ ス トフ ・

　 ダ ヴ ィ ド ブ 事 件 とゴ ロ ヴ ニ ン 事 件」 ナ ウ カ 『窓』 126，

　 2003．le ；
「
海 賊 に さ れ た 海 軍士 官 フ ヴ ォ ス トフ とダ ヴ ィ

　 ドブ　 フ ヴ ォ ス トフ
・ダヴ ィ ドブ 事件 とゴ ロ ヴニ ン 事件」

　 2003 年 度第 53 回 日本 ロ シ ア 文 学会 総会 ・研究 発 表 会 報

　 告 （大 阪）2eo3 ，11．2．
a

ロ シ ア 側 史 料 集 は 主 に 《Pocc 繭 cKo ・AMepHKaHcKaH

　 KoMnaHM 月 HH3ygeHHe 　TMxoQKeaH⊂Koro 　CeBepa，1799−1815．

　 C60pHHK　noK ｝
・MeHToB ．　N ．1994》 に 拠 り，出典 は同 史料 中

　 の 通 算番 号 を ［ ］内 に 入 れ て 示 した。
s

　llace4κ uti 　B．、・i4．MBa“ Φe皿opoB 幽 Kpy3e正仙 TepH ．　M ．，1974 ．

　 C．22．
cl
　 A．　 J．　 von 　 Krusenstern、　 Reise　 um 　die　Welt 　in　den　Jahren

　 1803，］804，1805und 　1806　 auf 　Befehl　seiner 　Kaiserlichen

　 Majest亘t　Alexander 　des　Ersten　 aufden 　Schiffen　Nadeshda

　 und 　Newa 　 unter 　dem 　Commando 　des．　 Capitains　von 　der

　 Kaisertichen　 Marine 　 A ．　J．　 von 　 Krusenstern．181018t2 ．1，
　 EinL 　XIV ．　II．360，365．
1

　／Jac
κ uH 　a ．／i．　 Bb匸cu 」He 　 H　 LLeHTpa ，lbHbie 「ocynaPcTBeHHble

　 yHpeHneHH 河 Po ⊂ eHM ．1801−191 ア．　T ．1．CH6 ．，1998．　C．62−

　 66．
H

　PyccKi前 BiorpathHyecKM　 c．loBapb ．　 C冂6，，1903．　Reprint　by

　 Kraus　Reprint　co、　NY ．．【963．　T．9．　C．366−382．
9

　Wene．iee 　．・V．　 E ．　 LIHHoBHb
］li　 MHp 　POcc刪 ： XVIII −HauamO

　 XXB ．　C冂6．，1999．　C．59．
！／1

東 京大学 史料 編纂所 所蔵 『向 山誠斎雑 記』 己酉 雑綴 （十

　 五 ）
『
俄 羅斯人陳情 』 （41  9−69−199） 九十五 ウ ．

1「
κy濯ακ oβα　 A ．　 M ．　 Boc’roKoBeneHMe 　 B　 poccH 莇cKHx

　 3aKoHo 皿aTe ．ll，Hli 【x 　aKTax 　〔KoH 【エa 　XVHB ．−1917 「．）．　C冂6．，
　 1994．
12

レ ザ ノ ブ の 滞 在 日誌 は ，現 在ペ テ ル ブ ル グ の 国立 図書 館

　 古 文 書 部 に 所 蔵 さ れ （OPPHb ．Φ ．［V ．．，1．，1．482 ，1 ．3，

　 KonHH），本稿使 用 史料集 に も
一

部 収録 さ れ て い る

　 （PoccHticKo・AMepHKaHcKaH　KoM 冂aHMfl．．．c．98−111、No 、40）。

　 大 島幹雄訳岩 波文庫
「
目本滞在 日記 1804−1805』 （2000）

　 と そ の 原本 《KoMaHnop ．　CTpaHMT⊥b ［ MIH3HH 　H　 fle”Te．lbHocTb

　 KaMeprepa 　Ero　MMfiepaTopcKoT’o　且Bopa ，　06ep −r【poKypopa
　 CeHaTa，　 pyKoB 〔匚皿MTe．nH　　冂epBo 臼　 pyccKo画　　KpyrocBeTHo 前

　 ∋Kc 冂e．IHuHH 　H．冂．　Pe3aHoBa．1〈pacttofipcK，1995 》，上 記 史

　 料集 所収部分以 外，筆者 は未見。
／コ 『向山誠斎雑記』 内 『俄 羅斯 人陳情』 九十八 ウ

ー百 ウ。
14FonortMun

　B．甜 ．3am｛cKH 伽 oTa 　 Ka 刪 TaHa 　 ro．，IQBHMHa 　 o

　 tTPMK“IK〕qeHH 月 x　erQ 　B　fi．aeHy 　y　HロoHLIeB 　B　l　811 ，
1812 　M　1813

　 「onax 　 c　 qpHo6 … eHHeM 　　3aMeyaHmi 　 e「o　 o　 H冂oHcKoM

　 rocyAapcTBe 　 M　 Hapone ，　Xa6apoBcK，1972．　C．296．
1s
　TttxxeHee　ll．　A 、　McTopHし且ecKoe 　o603peHHe 　o6pa30BaHMA

　 Pocc曲 cKo ・AMepHKaHcKo自　KoMilaHHH 　H　皿e前cTB 舳 　ee 　no

　 HacTofl − tel
’
o　BpeMeHH ．　 LaacTb ．2　HpH 霞o爿KeHHe ．　C日6

り　1861．
　 C ．　192．．195．
1tt
　PoccHMcKo・AMepHKaHcKa月 KoMTTaHHH ．＿1994．　C ，254．

1ア
カ ッ コ 内引 用者。

1H

　TaM 　z（e．　C．271 ；PyccKi前 BiorpaφH 隔 ecKi 凾 ⊂ tloBapb ．　T ．18．
　 C ．461 ．591．
1り
　TLLwteHe6／Z　A ．　licTopHtlecKoe　o603peHHe ．．．し」，1．　C．369；

　 0 κ
’
Y κ bCb

’
．　PoccH葭cKo −AMepnKaHcKaH　KoM 冂aHHfi　1919．　M ．，

　 C ．210 −211 ．
2°

Co60 ．2ees　 B ．　 C ．皿a6bl　 nocTaHoBHTb 　 MeHny 　 PoccMed ”

　 到HoHHe 角　 MHp 　目　 丑pyxK6y ．．．1〈　150 ・．qeTHK ）　 BoeltHo 曾

　 flH”．aoMaTMuecKeti 　MMccHM 　aAMHPaLla 　E ．　B ．冂yTHTHHa．
『

東京

　 大 学史料編纂所研 究紀要』 14，2004．
21

日露両 国語 諭書 と も ロ シ ア 国立史料館所蔵 。 筆者 は 岡山

　 大 学 名誉 教 授 ・保 田 孝
一

氏 蔵 複 写 書 で 確 認。前 出 拙 稿

　
「 ゴ ロ ヴニ ン 事件の 日本 側の

一
記 録 （第 8 回） フ ヴ ォ ス ト

　 フ ・ダ ヴ ィ ドブ 事件 と ゴ ロ ヴ＝ ン 事 件」 で 触 れ た。
；コ『

通 航一
覧 』 巻 之 二 八 四 （国 書 刊 行 会 1913 年 版 ） 第 7，

　 217．
2」 『通 航

一
覧」 巻之二 八 四　第 7，226．

t’4 『

休 明光記』 巻之七羽 太正 養
『

新撰 北海 道 史』 第 5 巻　 北

　 海道 1〒，　1991，　480．
ユs 『

通 航一覧 』 巻之 二 八 四 　第 7，228．
2b 『

休 明 光 記」 巻 之 七
『

新 撰 北 海 道 史 』 第 5 巻 480 −529．
　 『

通 航一覧 」 巻之 二 八 ．
ユ1 『北地 日記』

『北 方史 史 料集 成』 第 5 巻，北海 道 出版企 画

　 セ ン タ
ー，1994，476．そ の 他

『
通 航

一
覧 』 巻 之 二 八 七，

　 「休明光記 』 巻之八 等．
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有泉和 子

ユS
松 本英 治

「
オ ラ ン ダ商 館 ドゥ

ー
フ と フ ヴ ォ ス トフ 文 書 」

　 『一滴』 2001，84．
29

国立 歴史民俗博物 館所蔵，平 田篤胤関係 文書，冊子 七七．
’1°

同上 ．
．y

古 河歴史 博物館所蔵 『魯西 亜人 ガ ワ ビ ン 外五 人 出奔吟味

　 書付 等書留 s （B172 ）．
／11 『

通航
一

覧』 巻之 二 九二 　第 フ，3t2−313．
」1 『

休 明光記 』 巻之 八
『
新撰北海 道史 s 第 5 巻 489。

34

上 掲書 489．
3「

国立歴 史民俗博物館所蔵， 平 田篤胤関係文書， 冊子 七 七．
3b 『

千島の 白浪』
『
北方史史料集成』 第 5 巻 320．

コ1 『
通 航

一
覧』 巻之 二 九二 　第 7

，
309−31e．

コs 『通航一覧 』 巻之 二 九二 　第 7，313．
；’『

休 明光記遺稿 』 巻 之 八 に は
「

（対 露政 策 に つ い て は …）

　 と し る し て 呈 進 に 及 しか ば，御 老 中方御
一

覧之 上 に 而，

　 兎 も角 に も其時 に 應 して 宜敷取計 べ と しの 御事也 ， 依之

　 先彼 等之 方 よ リカ ラ フ ト嶋之番 人 源七 に 認 め さ せ て 送 D

　 し處 の 返書 之 儀 は ，カ ラ フ ト島 ウ ル ッ プ 嶋之 内 に 又々 當

　 年 も来 る べ し との 事 に て ，其交 易之 道 叶候 共，又 叶 ざ る

　 に も承 る べ し との 事 な れ ば，先 其返 書 を も認 む べ し と て

　 御評 定之 上 に 而 書 せ 給 ふ。其 通 書 之 文 言 は，彼等 之 方 に

　 ある 處 の ヱ トロ フ 嶋之 番人五 郎治，佐 兵衛等 に も讀 得べ

　 く樣 に認 め させ らる 3 其文左 の 如 し，（中略 ＝深山宇 平太

　 の 答書 ），か くの如 く認 め られ て，松前奉行 の 方迄達 し給

　 ふ に ぞ 其 旨 をか し こ ま り て ，若 當年 魯西亜 人 ど も渡海 も

　 あ ら ば，つ か は さ るべ し と の 御事 な り」 とあ る （
「

新 撰北

　 海道史 』 1338＞。尚 こ の
『
休 明 光 記 遺稿 』 は 羽 太 に よ る成

　 立 が 文 化 10 年頃 （
『
新 撰 北 海 道 史 』 1253） とい う 関 係 も

　 あ り，文 中，「

箱館奉行 」 で は な く
「松 前奉行 」 と な っ て

　 い る。
4°「

老 中松 平信明の 辞職 と復職」
『

南紀 徳川史研 究』
5，1994，

　 106．
41 『東京大 学史料編纂所研 究紀要 』 6，1996，51−52．
a’

上掲書 55 頁上段．
4コ

上 掲書 56 頁上 段．
44 『

通航
一

覧』 巻之 二 九二 　第 7，315．
‘「

松本英治 上 掲書 85−86．
4b 『

蠧餘
一
得 』 四 集巻二 「Jl［尻氏建白」

629−635 （
『
内閣文庫

　 所蔵史籍 叢刊』
4 「蠧餘

一
得（2）』 汲 古書院，

198D ．
a7

『蠧餘一得 』 629．
4H

上 掲書 63］．
49

上 掲書 630．闕字部分 は （闕） と した。
s°

上 掲書 633．
「「 『通航 一覧 』 巻之二 ・一・一

　第 8
，

57．
s2
　 F （）．toeHaN 　B ．ルf．3a 冂HCKM φ汎 OTa ．＿C ．27ア．

53TaM
　HC ．　C．274 ．

S4

日露 両国語 と もロ シ ア 国立 史料 館所 蔵，保 出 孝
一

氏 蔵複

　 写 物 を 使用。日本語 原 本 は
『

通 航
一・

覧』 巻 之 三
一・

二 に も

　 所収。表 記等はか な り違 う。
S’S

日露 両国 と もロ シ ア帝 国外交 史料館所 蔵 ， 保 田 氏蔵 複写

　 物 を使 用。ロ シ ア語訳 文 は ロ シ ア 国立海 軍文 書館 も所蔵

　 す るが （LII
”
．D，BM Φ

， Φ．7．　o 【L 　1
， n．12，

．M ．567 −585），外 交

　 史 料館 所 蔵 の も の とや や 表 現 が違 う。日本 語原 本 は 『通

　 航
一

覧 』 巻 之 三
一二 に も所 載。

KaA3yKO 　APIdM 皿3yMH

VaHllHAeHT　c　XBocToBHM 　H　naBbl双oBblM 　H　MHeHHe 　gfioHHH

　　　　　　　　　（BcB 月3H　c　TopFoBb 匸MH 　HHTepecaMH 　PoccHH）

　 BHaua』 e 　 l9−ro 　 BeKa ，　 B 　 fiepMon 　ByHKa　 rlo 月 rloHcKoMy ．leTocqMc 諏eHMK 〕，　 Me ＞K 皿y 只冂oH 目 e自 HPoccHe 茴 npoMcxo 皿H．− TpM

KoHΦ朋 KTa ： 駲 u肱 eHT 　c　Pe3aHoBb胴 ，目HuH 江eHT 　c　XBocToBblM　H 皿aBbl皿oBblM ，
　HHUHfleHT 　c　FoLloBHMHb］M ．　HecMoTpH 日a　To

，

qTo 　oTHo 田 eHH 月 Me 詞K皿y　rlocJle 皿HHMH 皿ByMH 　HHUHAeHTaMH 　He 　HB 』HK ）Tc 只 nPocTbl ］aM　 H　o 皿HocTopoHHHMH ，
　 a　TyT 　Ha6Jlio 皿aeTc 月

cJ1o）KHaH 　 nPHHMHHa 月 cBH3h ，且o 　 cMx 　 Hop 冂pocTo　 cq 月TaeTcH
，
　 HTo 【］Pe皿bl皿y凵uHH 　 HI［llH五eHT 　 c』yMKHT　 npHqHHoH 　 rloc瀕 e皿yK）田 ero ．

CpenH　HayqHb 匸x 　Mcc ．lenoBaHH ” To ．lbKo 　MoHorpa ΦHH 　L’IHo69　C ”「∋o ［井野 辺茂雄］ぐ・M3yHeHHe 　I【pe皿blcTopH 目 pecTaBpau剛

Mgtln3目 ［維新前史の 研究］・》 （1942）H 〈・McTopHH　pecTaBpauHM 从 3脇 H　 B　 HoBoM 　 ocBe 山 eHH 回 ［新維新史考］，〉 （1943）
HeMHoro 　 oT 瀕HuarQTcA 　 oT 皿pyrHx　 cBo 目M 　 HcTo ・IKoBaHHeM ．

　 ABTop 　HacTo 只【lletl　pa60Tbl　HecKo 」 bKo 　pa3　BblcKa3blBaeT 　MHeHHe ，　qTo 叩 H　pa3pe田 eH 目 H　HHU 目八eHTa 　c　Fo』oBH 囗Hb【M 　o6c

cTpaHb 【 cHoBa 　npHnaBamH 　目削．〔H双eHTy 　c　XBocToBb］M 　H　皿aBb 【JLoBb［M　xapaKTep 　cKaH 皿aJla　c　TeM ，　 qTo6b 【 no6MTbcF ｛

冂odiHTHyecKoro 　pe田 eH朋 Bo冂poca，　H　TeM 　caMblM 　cfleJa川 MopcKHx 　othMqepoB 　XBocToBa目 皿aBb1且oBa　HMeHHo 〈｛nHpaTaMM ・〉．

　 八」月 Toro ，9To6b ］冂onTBepva ムaTb 　Ha3BaHHyK 〕 ToHKy 　3peH 阿只　aBTopa 　H　pa3bHcHHTL　oTHo 田 eHH 月　Me ＞K．i“，　 HHuM 瓜eHToM 　c

XBocToBbiM　H 且aBbTfloBb【M　M　HHU 照 eHToM 　c 「o』oBH 朋 b［M，　HacToALLIag 　cTaTb 月，　onHpaflcb　Ha 　 HcTopHqecKMe 双oKyMeHTb ［

06eHx 　cTPaH
，
　 cTaBHT 　cBoe 月　UeJ匸bH〕　yKa3aTb　Ha　To ，

　 HTo 　nepBbl前　MHUH 皿eHT　HBJ且AeTcH 　cJe 皿cTBHeM 　BHe 田 He 前　r匸oJIHTHKH

poccH貢cKoro 　rocy 皿apcTBa
，
　 HTo 　StnoHH”　To ｝Ke 　TaK 　cqHTa 』a，　 a　TaKMKe 　gTo 　MMeHHo 　【］09ToMy 　到冂oHH 只　B　KoHeuHoM 　HTore

ocTaB 珂』 a　B　cTopoHe ΦopMaJlbHyK 〕 BepcHK ） （｛r田 paTb【・＞ H 冂 ocTaB 図」［a　 ToqKy 　Ha 目HuH 八eHTe 　c　FoJoBHHHb［M ．
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